
ご参考

保守点検契約は、お客様に代わって定期点検（日常点検を除く）を行い、
大切な設備を守り突発事故を未然に防ぎます。

●
●

●
●

移動給電機器

タフトロ（本体）

クレーン接近検出装置

無線遠隔制御装置
クレーンサドル

走行用インバータ

保守点検契約によるメリット

吊り上げ荷重が0.5ｔ以上の電気ホイストや、
電気チェーンブロックを使用する場合は、安全
規則で作業者の安全確保の観点から、定期点検
（月例点検、年次点検）が義務付けられています。
法令で定められた自主点検を怠った場合は50万
円以下の罰金を課せられることがあります。
＊労働安全衛生法：45条、120条、122条
＊同施行令：12条、15条

ホイスト・クレーン
保守点検契約のおすすめ
法令点検は定期的に実施されていますか？

❶突発事故の発生を未然に防ぎ、大切な設備を長寿命化します。
❷専門のサービスエンジニアが検査しますので、不具合箇所の早期発見
により早期対応が可能となり、無駄な維持費を削減できます。
❸定期点検のスケジュール化をサポートし、法令点検の漏れを防ぎます。
❹その都度のオンコール保守対応にくらべ、費用面がお得です。

保守・サービスソリューション



保守点検契約の仕組み

１． 点検の種類
●毎月点検：毎月１回ご指定日に点検します。
●指定月点検：指定月、ご指定日に点検します。
●年次点検：１年１回ご指定日に点検します。

その他の機器の保守点検について

●モータ、圧縮機など、各種の産業用電気機器の保守点検も実施して
いますので、ご用命ください。

４． 点検費用
●対象設備の容量、種類、台数、設置場所によって
異なりますので、現地調査の上お見積りを提出
させていただきます。

２． 点検内容
●クレーン等安全規則に基づき、
　当社「点検基準書」により実施します。
●他社製品についても対応します。

３． 結果報告、保存
●法令点検の結果を記録し、点検報告書によって
　異常の有無をご報告します。
　実施結果は法令に則り３年間保存いたします。

５． 契約期間
●契約期間は1年間とし、以降はお申し出がない
場合自動的に継続されます。

＊日立ホイストのメンテナンスには、日立純正部品をお使いください。

《クレーン等安全規則（労働省令第３４号）》

日立純正部品は、永年の製作実績と経験、研究開発の積み重ねにより、ホイストに最適の条件
（材質、寸法、精度）で設計された信頼性の高い部品です。

＊関係法令、工業会資料等による

項目 適用条項

日常点検

月例点検

年次点検

点検の記録

補　　　修

第36条

第35条

第34条

第38条

第39条

内　　　　容

事業者はクレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行わなければならない。
　１． 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能
　２． ランウエイの上及びトロリーが横行するレールの状態
　３． ワイヤーロープが通っている箇所の状態

事業者はクレーンについて、1月以内毎に１回定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。
　１． 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及び、クラッチの異常の有無
　２． ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
　３． フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
　４． 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無

事業者はクレーンを設置した後、１年以内毎に１回、定期に当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。
自主検査においては、つり具、及び基礎の異常の有無についての点検を行う他、荷重試験を行わなければならない。

事業者はこの節に定める自主検査及び点検（第３６条の点検を除く）の結果を記録し、これを３年間保存しなければならない。

事業者はこの節に定める自主検査及び点検を行った場合に異常を認めた時は、直ちに補修しなければならない。

■推奨保守点検時間（例）

クレーン

モートル

ポンプ

圧縮機

定期点検

月例・年次

1～2年

半年～1年

6,000H・1年

オーバーホール

5年

5～10年

5～6年

4～8年

リニューアル

10年

15～20年

10～15年

12～16年

ロープ表面の摩耗
（φ13.2～13.5）

ワイヤーロープの1ストランドが断線

経年劣化により断線した
ホイストワイヤーロープの例

経年劣化により素線切れした
ホイストワイヤーロープの例

素線切れ
（12～25本）
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●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせサービス窓口 信用と行き届いたサービスの当社へ

http://www.hitachi-ies.co.jp
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